
一般競争入札に係る公告 

＜公告期間：２０２６年 ６月１５日～２０２６年 ６月２３日＞ 

 

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という）を実施いたします。 

１．入札に付する事項 

１）事 業 名  リハビリー・クリーナースにおける全自動水洗脱水機(５０kg)の更新事業 

２）事業場所  北海道北広島市西の里５０６番地 

        （社会福祉法人北海道リハビリー リハビリー・クリーナースホテルリネン作業棟、クリーニング作業棟） 

３）履行期間  ２０２６年 ７月２８日 ～ ２０２７年 ３月３１日 

４）事業内容  全自動水洗脱水機及び付帯設備等の搬入据付工事、配管、配線等の切り回し工事、電気工事、現有機の搬出・ 

        撤去、新規機械等の試運転調整及び稼働確認 

  ５）その他   本業務の実施及び入札の執行に係る内容については、後日配布の「仕様書」「競争入札心得」等を参照すること。 

 

２．担当部課 

  〒061-1102 北海道北広島市西の里５０６番地  

  社会福祉法人北海道リハビリー リハビリー・クリーナース （担当：奥田） 

  ℡ 011-375-2114  FAX 011-375-2148  E-mail  okuda@selp.net 

 

３．入札参加者に要求される資格 

 １）単体企業であること。 

２）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

３）経営不振の状態（会社更生法及び民事再生法の申し立て、手形・小切手の不渡り等）にないこと。 

４) 役員及び管理職員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく暴力団員または、暴力団員が事実上経営 

  に関与していないこと。 

５) 過去１０年以内に本事業と同種・同様な納入実績を有すること。 

６）本社・支社または営業所が石狩振興局管内および札幌市内にあること。 

 

４．一般競争入札参加資格審査申請書の提出方法、提出場所、提出期限 

  本事業の入札参加希望者は、一般競争入札資格申請書に関係書類を添付して提出し、前記「３．入札参加者に要求される資格」に掲

げる資格を有するかどうかの審査を受けなければならない。 

 １）提出方法：持参または郵送（配達記録郵便等の配達の記録があるものに限る。） 

 ２）提出場所：前記「２．担当部課」に同じ。 

 ３）提出期限：２０２６年６月２３日（火）１６時まで（毎日午前10時から午後４時まで。ただし、土曜日及び日曜日、祝日を除く。） 

 

５．一般競争入札参加資格審査申請書類の作成等 

 １）作成方法 

   一般競争入札参加資格審査申請は、以下の書類に必要事項を記入のうえ提出すること。 

① 一般競争入札参加資格審査申請書（様式１） 

② 証明書（一般競争入札参加資格及び暴力団との関係の有無の証明）（様式２） 

③ 同種・同様な業務の実績を証明する契約書等の写し 

④ その他支出負担行為担当者が認めた書類 

※各種様式は、当法人ホームページ（http://www.selp.net/nyusatsu/）または「２．担当部課」から入手すること。  

  ２）一般競争入札参加資格審査申請書の無効 

    提出書類について、本公示に示された条件に適合しない場合及び上記一般競争入札参加資格審査申請書に係る書類（以下「申請書

等」という）に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

  ３）審査結果の通知「一般競争入札参加資格審査結果通知書」を２０２６年６月２５日付にて全者に電子メールで通知し、かつ文書で

発送する。 

  ４）入札参加者として選定された者には、「仕様書等」、「競争入札心得」を配布する。 

  ５）入札参加資格審査申請に関する問い合わせは、随時前記「２．担当部課」において受け付ける。 

 

 ６．質問の受付及び回答 

  １）質問の受付及び方法 

①仕様書等に関する質問は、文書によるもののみ受け付けることとし、持参、郵送（配達記録郵便等に限る）、FAXまたは電子メール

（持参以外の場合は、到着または着信を確認すること）によること。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及

びFAX番号、電子メールアドレスを併記すること。   

  ②質問の受付期間 ：６月３０日（火）から ７月 ７日（火）まで（毎日午前10時から午後４時まで。ただし、土曜日及び日曜日、祝日を除く。） 

③質問の受付担当課：前記「２．担当部課」に同じ。 

 ２）質問に対する回答 

  ①対 象 者：質問者及び質問者以外の全ての入札参加希望者 

②回 答 方 法：FAXまたは電子メールにより送信する。 

③質問の回答日：２０２６年 ７月 ９日（木）に回答する。 

④そ の 他：質問の内容によっては回答できない場合がある。 

 

 ７．事業実施予定地の視察 

１）日 時：２０２６年 ６月３０日（火）午後２時から（１時間程度）行う。 

２）参 加：現地視察及び現場説明会の参加は必須とする。※当日に「仕様書等」、「競争入札心得」の配布を行う。 

３）質 問：視察時に質問等は一切受け付けませんので、前記「６．質問の受付及び回答」により文書で提出すること。ただし、視察

に関する質問・要望等のみ受け付ける。 

４）その他：写真撮影は許可するが、事業所の利用者、従業員等人物の撮影は禁止する。 

 

８．入札執行の日時及び場所 

  １）日 時：２０２６年 ７月１５日（水）１５時００分～ 

２）場 所：社会福祉法人北海道リハビリー 法人本部 第１研修室   北海道北広島市西の里５０７番地１ 

 

９．入札方法等 

 １）入札書は持参すること。郵送または電送による入札は認めない。 

２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満 

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方費税に係る課税 

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金を入札書に記載すること。 

３）入札金額を見積もる際、本書において特段の指示事項がなく、捉え方・考え方が多岐にわたるなど不明な点がある場合は、問い合わせること。 

４）入札執行回数は、原則として3回を限度とする。3回で落札しない場合は3回目に最低価格を入札した者と随意契約交渉を行うものとする。 

５）入札参加者またはその代理人は開札に立ち会わなければならない。 

 

10．落札者の決定等 

 １）決 定 方 法：①予定価格の制限範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。 

          ②落札者となるべき価格で入札した者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。 

２）予 定 価 格：公表しない。 

３）最低制限価格：設定しない。 

４）執行の中止等：入札に際し入札書に記載された金額に対する工事費内訳書の提出を求める場合がある。 

 

11．入札の無効 

   当法人に提出した申請書等の書類に虚偽の記載をした者のした入札及び競争入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反

した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、指名された者であっても、開札

の時において指名停止を受けているもの、その他の開札の時において「３．入札参加者に要求される資格」に掲げる要件のないもの

は、指名されるために必要な要件のない者に該当する。 

 

12．入札保証金及び契約保証金 

  １）入札保証金  免除 

  ２）契約保証金  免除 

 

13．消費税等課税事業者等の届出 

   落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。 

 

14．入札の辞退 

   入札参加者として選定された者は、入札及び開札日まで、いつでも参加を辞退することができるものとする。ただし、辞退する場合は、辞

退書（任意様式）を提出すること。また、入札執行時間までに来場しなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 

 

15．契約に関する事項 

１）条項を示す場所：社会福祉法人北海道リハビリー 

北海道北広島市西の里５０７番地１ 

 ２）契約書作成の要否：要 

  ３）契 約 者：社会福祉法人北海道リハビリー  理事長 石崎 岳  

 

16．支払条件 

工事の工程を勘案し、原則として金融機関への振込みの方法により支払うこととするが、支払い回数・金額及び支払い時期等については、契約締結時 

に双方協議して決定する。 

 

17．その他 

１）本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。 

２）申請書等の作成、提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

３）一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類に虚偽の記載をした場合及び添付書類を偽装して提出した場合は、無効とする。 

４）申請書等の取り扱い 

 ①提出された申請書等を当法人の了解なく公表、使用してはならない。 

 ②提出された申請書等は、落札者決定以外の目的で提出者に無断で使用しない。 

５）申請書等の提出後において、原則として申請書等に記載された内容の変更を認めない。 

６）入札参加者は別紙「競争入札心得」を承知すること。                               


